
審 査 基 準 （ 公 表 用 ）           様式第３号 

所管課    産業政策課    

法 令 名 中小企業等協同組合法 法令の番号 昭和２４年法律第１８１号 

手  続  名 事業協同組合等の設立の認可 根 拠 条 項 第２７条の２第１項 
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第２７条の２第１項の規定による事業協同組合等の設立の認可に係る審査基準は、「中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施

行に伴う組合に対する認可制度の取扱について（昭和３０年８月２５日付け３０企庁第３９６１号）」１の（２）、「中小企業等協同組

合法に基く認可の申請手続その他の事務に関する指導等について（昭和３０年８月２５日付け３０企庁第３９６２号)｣１及び設立認可等

事務処理要領２の（２）から（４）まで、「事業協同小組合の設立指導について（昭和３３年７月３０日付け３３企庁第５４６８号)｣１

から５まで､「交通災害等共済事業を行う事業協同組合に対する指導について(昭和４３年９月１６日付け４３企庁第１０６９号）」Ⅰ、

「自動車事故見舞金共済事業を行う事業協同組合の運営指導について（昭和５０年１２月５日付け５０企庁第１４８９号）」、「中小企

業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う運用について（昭和５５年９月２日付け５５企庁第１３２４号）」Ⅰの１から３ま

で、「異業種組合の設立・運営指導について（昭和５８年８月２７日付け５８企庁第１１９４号）」１並びに「中小企業等協同組合法及

び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う運用について（昭和５９年９月２７日付け５９企庁第１４５１

号）」Ⅰ及びⅡのとおりとする。 

以上によるほか、火災共済協同組合の設立の認可に係る審査基準は、「火災共済協同組合の監督にあたっての留意事項について（平成

１０年６月２２日付け平成 10・06・22 企庁第３号、金企第４号）」のとおりとする。 
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